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調査概要 １

１．調査地域：全国４７都道府県 ２．調査対象：中小企業 ２，８８１社

３．調査期間：２０１８年１０月２２日～１２月３日 ４．調査方法：各地商工会議所職員による訪問調査

５．回収商工会議所数：４１３商工会議所（回収率：８０．２％） ６．回答企業数：２，０４５社（回答率：７１．０％）

７．調査の目的
（１）２０１９年４月から順次施行される「働き方改革関連法」について、中小企業の認知度や準備状況を把握することで、説明会・

セミナー等周知に関する取り組みや政策提言・要望活動に活かすため。

（２）政府が検討している高齢者雇用の促進策について、中小企業の現状や課題を把握することで、今後の政策提言・要望活動
に活かすため。

＜回答企業の属性＞

【業種】
建設業：341社（16.7%） 製造業：728社（35.6%） 情報通信・情報サービス業：54社（2.6%） 運輸業：104社（5.1%）
卸売・小売業：350社（17.1%） 宿泊・飲食業：108社（5.3%） 介護・看護：35社（1.7%） 金融・保険・不動産業：59社（2.9%）
その他サービス業：243社（11.9%） その他：67社（3.3%） 無回答：30社（1.5%） ※重複を含むため、割合は100を超える。
【従業員規模】
5人以下：15社（0.7%） 6～10人：137社（6.7%） 11～20人：419社（20.5%） 21～50人：634社（31.0%）
51～100人：381社（18.6%） 101～300人：374社（18.3%） 301人以上：52社（2.5%） 無回答：33社（1.6%）

＜業種別割合＞ ＜従業員規模別割合＞



日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」

調査結果のポイント
２

ポイント①：働き方改革関連法の認知度（３～７ページ）

○法律の内容について「知らない」と回答した企業は、「時間外労働の上限規制」が３９．３％、「年次有給休暇の取得義務
化」が２４．３％、「同一労働同一賃金」が４７．８％を占める。

○施行時期について「知らない」と回答した企業は、 「時間外労働の上限規制」が３３．７％、「年次有給休暇の取得義務
化」が２３．５％、「同一労働同一賃金」が４９．６％を占める。

○これらの認知度は、従業員規模が小さくなるにつれて低下することから、中小企業における認知度に課題がある。
○本年４月に施行が迫った「年次有給休暇の取得義務化」をはじめ、法律の更なる周知が求められる。

ポイント②：働き方改革関連法への準備状況（８～１０ページ）

○ 「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」、「同一労働同一賃金」ともに、「対応済・対応の目途が付
いている」企業の割合は半数に満たない。

○各企業における準備の促進に向け、窓口相談や専門家派遣など、働き方改革推進支援センターや各都道府県労働局
が実施している支援策をより一層積極的、且つきめ細かく実施していくことが求められる。

ポイント③：働き方改革関連法への対応にあたって課題（１３～１４ページ、１８ページ）

○「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」への対応にあたっての課題は、「人手不足」や「業務の繁
閑」に関する項目が上位を占め、「取引先からの短納期要請や急な仕様変更等への対応」も多く挙げられている。

○一方、 「同一労働同一賃金」の導入に向けた課題は、「増加した人件費を価格転嫁できない」が３５．９％で最も多く、次
いで「同一労働同一賃金の内容が分かりづらい」が３３．３％挙げられている。

○こうした状況を踏まえると、人手不足対策（女性・高齢者等多様な人材の活躍推進、外国人材の受入れ、生産性向上支
援等）、下請取引適正化対策の強化や、「同一労働同一賃金」に関する丁寧な周知が求められる。

ポイント④：継続雇用年齢の６５歳超への義務化に対する考え（２２ページ）

○６５歳超の者を雇用している企業の割合は、２０１６年調査の７０．１％から、２０１８年（今回）調査では７３．７％と３．６ポ
イント増加したことから、中小企業において高齢者雇用が一層進んでいる実態がうかがえる。

○継続雇用年齢の６５歳超への義務化に「反対」する企業の割合は、２０１６年調査の５７．２％から、２０１８年（今回）調査
では５０．５％と６．７ポイント減少したものの、過半数を上回っている。
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働き方改革関連法の認知度①（時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金）

○（１）法律の内容について「知らない」と回答した企業は、「時間外労働の上限規制」が３９．３％、「年次有
給休暇の取得義務化」が２４．３％、「同一労働同一賃金」が４７．８％を占める。

○（２）施行時期について「知らない」と回答した企業は、 「時間外労働の上限規制」が３３．７％、「年次有
給休暇の取得義務化」が２３．５％、「同一労働同一賃金」が４９．６％を占める。

時間外労働の
上限規制

※施行
大企業 2019年4月
中小企業2020年4月 知らない：39.3％

知らない：24.3％

（１）法律の名称・内容について n=2,045 （２）施行時期について n=2,045

３

年次有給休暇
の取得義務化

※施行
大企業・中小企業
ともに2019年4月

名称・内容ともに

知っている
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名称は知って

いるが内容は

知らない

18.9%

名称も内容も知らない

5.4%
無回答

0.3%

知っている

61.2%

知らない

33.7%
無回答

5.1%

知っている

71.5%

知らない

23.5%

無回答

4.9%

同一労働
同一賃金

※施行
大企業 2020年4月
中小企業2021年4月

知っている

45.4%

知らない

49.6%

無回答

5.0%
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働き方改革関連法の認知度②（割賃の猶予措置廃止、管理簿の作成義務、高度プロフェッショナル制度）

○（１）法律の内容について「知らない」と回答した企業は、「中小企業への月60時間超の割増賃金率の猶
予措置廃止（以下、割賃の猶予措置廃止）」が５１．７％、「労働時間等に係る管理簿の作成義務（以下、
管理簿の作成義務）」が５３．０％、「高度プロフェッショナル制度」が６４．９％を占める。

○（２）施行時期について「知らない」と回答した企業は、 「割賃の猶予措置廃止」が５０．６％、「管理簿の
作成義務」が４５．１％、「高度プロフェッショナル制度」が５７．１％を占める。

○本年４月に施行が迫った「年次有給休暇の取得義務化」をはじめ、法律の更なる周知が求められる。

中小企業への
月60時間超の
割増賃金率の
猶予措置廃止

※施行
中小企業2023年4月

（１）法律の名称・内容について n=2,045 （２）施行時期について n=2,045

４

知らない：51.7％

知っている

44.4%

知らない

50.6%
無回答

5.0%

労働時間等に
係る管理簿の
作成義務
※施行
大企業・中小企業
ともに2019年4月

名称・内容ともに

知っている
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名称は知って

いるが内容は

知らない

26.0%

名称も内容も

知らない

27.0%

無回答

0.9%

知らない：53.0％

知っている

50.0%

知らない

45.1%
無回答

4.8%

高度プロフェッ
ショナル制度の
創設
※施行
大企業・中小企業
ともに2019年4月

名称・内容ともに

知っている

34.1%

名称は知って

いるが内容は

知らない

36.2%

名称も内容も

知らない

28.7%

無回答

1.0%

知らない：64.9％

知っている

38.3%

知らない

57.1%
無回答

4.6%
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働き方改革関連法の認知度③（時間外労働の上限規制、従業員規模別）

○「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」（６ページ）、「同一労働同一賃金」 （７ペー
ジ）ともに、認知度は従業員規模が小さくなるにつれて低下することから、中小企業における認知度に課
題がある。

（２）施行時期について：時間外労働の上限規制

５

（１）法律の名称・内容について：時間外労働の上限規制

全体集計
n=2,045
【再掲】

名称・内容ともに

知っている

60.4%

名称は知っているが

内容は知らない

33.9%

名称も内容も知らない

5.4%
無回答

0.3%

知らない：39.3％

100人以下
n=1,586

知らない：46.4％

50人以下
n=1,205

名称・内容ともに

知っている

47.6%

名称は知っているが

内容は知らない

44.6%

名称も内容も知らない

7.4%

無回答

0.5%

知らない：52.0％

全体集計
n=2,045
【再掲】

100人以下
n=1,586

50人以下
n=1,205

知っている

55.0%

知らない

39.8%
無回答

5.2%

知っている

50.8%

知らない

44.0%
無回答

5.2%

知っている

61.2%

知らない

33.7%
無回答

5.1%

名称・内容ともに

知っている

53.2%

名称は知っているが

内容は知らない

39.8%

名称も内容も知らない

6.6%

無回答

0.4%



名称・内容ともに

知っている

65.6%

名称は知って

いるが内容は

知らない

25.8%

名称も内容も知らない

8.1%

無回答

0.5%

名称・内容ともに

知っている

70.5%

名称は知って

いるが内容は

知らない

22.4%

名称も内容も知らない

6.7%

無回答

0.4%
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働き方改革関連法の認知度④（年次有給休暇の取得義務化、従業員規模別）

○本年４月に施行が迫った「年次有給休暇の取得義務化」は「時間外労働の上限規制」（５ページ）、「同一
労働同一賃金」 （７ページ）に比べて認知度は高いが、100人以下の企業、50人以下の企業ともに、法
律の内容や施行時期について「知らない」と回答した企業は、約３割を占める。

（２）施行時期について：年次有給休暇の取得義務化

６

（１）法律の名称・内容について：年次有給休暇の取得義務化

全体集計
n=2,045
【再掲】

100人以下
n=1,586

知らない：29.1％

50人以下
n=1,205

知らない：33.9％

全体集計
n=2,045
【再掲】

100人以下
n=1,586

50人以下
n=1,205

知らない：24.3％

名称・内容ともに

知っている

75.4%

名称は知って

いるが内容は

知らない

18.9%

名称も内容も知らない

5.4%
無回答

0.3%

知っている

71.5%

知らない

23.5%
無回答

4.9%

知っている

66.5%

知らない

28.5%
無回答

5.0%

知っている

61.5%

知らない

33.3%
無回答

5.2%



名称・内容ともに

知っている

39.5%

名称は知っているが

内容は知らない

41.8%

名称も内容も知らない

17.8%

無回答

0.9%

名称・内容ともに

知っている

44.8%

名称は知っているが

内容は知らない

39.3%

名称も内容も知らない

15.0%

無回答

0.8%

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

働き方改革関連法の認知度⑤（同一労働同一賃金、従業員規模別）

○「同一労働同一賃金」は「時間外労働の上限規制」（５ページ）、「年次有給休暇の取得義務化」 （６ペー
ジ）に比べて認知度は低く、特に50人以下の企業では、法律の内容や施行時期について「知らない」と
回答した企業は実に約６割を占める。

（２）施行時期について：同一労働同一賃金

７

（１）法律の名称・内容について：同一労働同一賃金

全体集計
n=2,045

100人以下
n=1,586

知らない：54.3％

50人以下
n=1,205

知らない：59.6％

全体集計
n=2,045

100人以下
n=1,586

50人以下
n=1,205

名称・内容ともに

知っている

51.5%

名称は知っているが

内容は知らない

35.6%

名称も内容も知らない

12.2%
無回答

0.8%

知らない：47.8％

知っている

45.4%

知らない

49.6%

無回答

5.0%

知っている

38.5%

知らない

56.4%
無回答

5.2%

知っている

33.4%

知らない

61.4%
無回答

5.1%



既に必要な対応は

終えた

14.3%

現在取り組んでいる最中

24.2%

対応が

決まり、

今後取

り組む

予定

7.4%

具体的な対応に関する検討を

している最中

28.5%

対応が必要だが、

何をすべきか分か

らない

10.5%

対応が必要かどうか分からない

5.1%

特に対応する

必要はない

9.6%

無回答

0.4%

○全体集計では、 「時間外労働の上限規制」について「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企
業の割合は４５．９％にとどまる。

○「法律の名称・内容を知っている」と回答した企業に限っても、 「時間外労働の上限規制」について「対
応済・対応の目途が付いている」と回答した企業の割合は５７．３％にとどまる。

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「時間外労働の上限規制」の準備状況
８

対応済・対応の目途が付いている：45.9％

（１）「時間外労働の上限規制」の準備状況【全体集計】 n=2,045

既に必要な対応は終えた

20.1%

現在取り組んでいる最中

29.9%

対応が

決まり、

今後取

り組む

予定

7.3%

具体的な対応に関する検討を

している最中

30.1%

対応が必要だが、何をすべきか分からない

3.8%

対応が必要かどうか分からない

1.4%

特に対応する

必要はない

7.0%

無回答

0.4%

（２）「時間外労働の上限規制」の準備状況【「法律の名称・内容を知っている」と回答した企業に限った集計】 n=1,235

対応済・対応の目途が付いている：57.3％



既に必要な対応は終えた

17.3%

現在取り組んでいる最中

27.6%

対応が決

まり、今後

取り組む

予定

7.5%

具体的な対応に関する検討を

している最中

30.0%

対応が必要

だが、何を

すべきか分

からない

6.9%

対応が必要かどうか分からない

1.9%

特に対応

する必要は

ない

8.2%

無回答

0.5%

既に必要な対応

は終えた

10.6%

現在取り組んでいる最中

21.4%

対応が決まり、

今後取り組む

予定

12.0%

具体的な対応に関する検討を

している最中

37.7%

対応が必要

だが、何をす

べきか分から

ない

9.9%

対応が必要かどうか分からない

4.3%

特に対

応する

必要は

ない

3.9%

無回答

0.3%

○全体集計では、本年４月に施行が迫った 「年次有給休暇の取得義務化」について「対応済・対応の目途
が付いている」と回答した企業の割合は４４．０％にとどまる。

○「法律の名称・内容を知っている」と回答した企業に限っても、 「年次有給休暇の取得義務化」について
「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業の割合は５２．４％にとどまる。

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「年次有給休暇の取得義務化」の準備状況
９

対応済・対応の目途が付いている：44.0％

（１）「年次有給休暇の取得義務化」の準備状況【全体集計】 n=2,045

（２）「年次有給休暇の取得義務化」の準備状況【「法律の名称・内容を知っている」と回答した企業に限った集計】 n=1,541

対応済・対応の目途が付いている：52.4％



既に必要

な対応は

終えた

7.5%

現在取り組んでいる最中

19.9%

対応が決まり、

今後取り組む

予定

8.6%

具体的な対応に関する検討を

している最中

51.2%

対応が必要

だが、何をす

べきか分か

らない

11.7%

無回答

1.1%

既に必要

な対応は

終えた

6.7%

現在取り組んでいる

最中

15.3%

対応が決まり、

今後取り組む

予定

9.0%

具体的な対応に関する検討を

している最中

47.1%

対応が必要だが、何を

すべきか分からない

20.0%

無回答

2.0%

○全体集計では、 「同一労働同一賃金」について「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業の
割合は３１．０％にとどまる。

○「法律の名称・内容を知っている」と回答した企業に限っても、 「同一労働同一賃金」について「対応済・
対応の目途が付いている」と回答した企業の割合は３６．０％にとどまる。

○ 「同一労働同一賃金」について「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業の割合は「時間外
労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」に比べて少なく、「具体的な対応に関する検討をして
いる最中」と回答した企業の割合が多い。

○各企業における準備の促進に向け、窓口相談や専門家派遣など、働き方改革推進支援センターや各都
道府県労働局が実施している支援策をより一層積極的、且つきめ細かく実施していくことが求められる。

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「同一労働同一賃金」の準備状況
１０

対応済・対応の目途が付いている：31.0％

（１）「同一労働同一賃金」の準備状況【全体集計】 n=765
※対象：「同一労働同一賃金」について「対象になりそうな非正規社員がいる」と回答した企業

（２）「同一労働同一賃金」の準備状況【「法律の名称・内容を知っている」と回答した企業に限った集計】 n=453

対応済・対応の目途が付いている：36.0％



〇「時間外労働の上限規制」ついて「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業が講じた取り組み
は、「時間外労働の管理の徹底」、「出退勤時間管理や休暇取得に関する管理職や一般社員への研修、
意識啓発」、「業務内容や人員体制の見直し・平準化」をはじめ、多岐にわたる。

■「時間外労働の上限規制」への対応として講じた取り組み（上位６項目）【複数回答】

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「時間外労働の上限規制」への対応として講じた取り組み
１１

「対応済・対応の目途が付いている」企業の回答割合 n=938

全体集計 n=2,045

57.4%

56.0%

51.7%

47.8%

46.5%

44.3%

48.4%

44.8%

46.6%

40.6%

36.0%

40.1%

時間外労働の管理の徹底

出退勤時間管理や休暇取得に関する

管理職や一般社員への研修、意識啓発

業務内容や人員体制の見直し・平準化

３６協定の変更、締結

勤怠管理システムの導入・見直し

人員の増強



〇「年次有給休暇の取得義務化」ついて「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業が講じた取り
組みは、「年次有給休暇の計画的付与」が５９．２％で最も多い。

○「時間外労働の上限規制」と「年次有給休暇の取得義務化」への対応として講じた取り組みの上位項目
が共通することから、各企業では一体的に取り組んでいることがうかがえる。

■「年次有給休暇の取得義務化」への対応として講じた取り組み（上位６項目）【複数回答】

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「年次有給休暇の取得義務化」への対応として講じた取り組み
１２

59.2%

48.3%

38.3%

36.5%

31.6%

29.0%

52.6%

40.1%

36.3%

29.3%

29.1%

24.0%

年次有給休暇の計画的付与

出退勤時間管理や休暇取得に関する

管理職や一般社員への研修、意識啓発

業務内容や人員体制の見直し・平準化

勤怠管理システムの導入・見直し

人員の増強

時間外労働の管理の徹底

「対応済・対応の目途が付いている」企業の回答割合 n=899

全体集計 n=2,045



〇「時間外労働の上限規制」の対応にあたっての課題は、「業務量に対して人員が不足している」や「特定
の時期に業務が過度に集中する」といった「人手不足」や「業務の繁閑」に関する項目が上位を占める。

○「取引先からの短納期要請や急な仕様変更等への対応」も多く挙げられていることから、下請取引適正
化対策の強化が求められる。

■「時間外労働の上限規制」への対応にあたっての課題（上位８項目）【複数回答】

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「時間外労働の上限規制」への対応にあたっての課題
１３

54.9%

50.1%

48.2%

36.1%

23.2%

22.0%

12.8%

10.6%

54.1%

50.8%

48.3%

34.2%

24.1%

21.9%

15.1%

11.7%

業務量に対して人員が不足している

年末年始や年度末など、特定の時期に業務が過度に集中する

組織間・個人間で業務量にムラがあり、特定の社員に業務が集中する

取引先からの短納期要請や急な仕様変更等への対応

社員の意識が不足している

管理職のマネジメント能力の不足

経営層や管理職の意識が不足している

会社全体に定時退社や休暇が取得しづらい雰囲気がある

「対応済・対応の目途が付いている」企業の回答割合 n=938

全体集計 n=2,045



〇「年次有給休暇の取得義務化」の対応にあたっての課題は、「時間外労働の上限規制」と同様に、「業務
量に対して人員が不足している」や「特定の時期に業務が過度に集中する」といった「人手不足」や「業
務の繁閑」に関する項目が上位を占める。

○「社員が、自身の病気や休養、家族の介護・子育てのために有給休暇を残しておきたいと考えている」も
多く挙げられている。

■「年次有給休暇の取得義務化」への対応にあたっての課題（上位１０項目）【複数回答】

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「年次有給休暇の取得義務化」への対応にあたっての課題
１４

「対応済・対応の目途が付いている」企業の回答割合 n=899

全体集計 n=2,045

45.5%

36.9%

31.9%

25.7%

21.6%

18.4%

15.1%

13.2%

10.8%

10.2%

48.3%

36.2%

33.3%

26.4%

21.6%

20.1%

16.4%

14.2%

14.0%

13.5%

業務量に対して人員が不足している

年末年始や年度末など、特定の時期に業務が過度に集中する

組織間・個人間で業務量にムラがあり、特定の社員に業務が集中する

社員が、自身の病気や休養、家族の介護・子育てのために

有給休暇を残しておきたいと考えている

取引先からの短納期要請や急な仕様変更等への対応

社員の意識が不足している

管理職のマネジメント能力の不足

休日出勤が多く、代休取得を優先

経営層や管理職の意識不足

定時退社や休暇が取得しづらい



○法定の年次有給休暇とは別に、自社独自の「特別休暇」（夏季休暇、年末年始休暇、創立記念休暇等）
を設定している状況は、「年６日以上」が４０．８％で最も多い。

〇「年次有給休暇の取得義務化（年５日）」は法定の年次有給休暇が対象で、自社独自の「特別休暇」は
対象外であることから、「特別休暇」を設定している企業が多い中で、丁寧な周知が求められる。

■自社独自の「特別休暇」の設定状況 n=2,045

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

自社独自の「特別休暇」の設定状況
１５

年６日以上

40.8%

年４～５日

14.9%

年２～３日

9.4%

年１日

2.7%

設定していない

31.0%
無回答

1.2%



○「同一労働同一賃金」の対象になりそうな非正規社員がいると回答した企業は３７．４％であった。
○また、「正社員と非正規社員との間に不合理な待遇差はない」と回答した企業は２９．５％であった。
〇「自社の非正規社員が対象になるかどうか分からない」と回答した企業が１０．１％あることから、「同一
労働同一賃金」の内容や定義を丁寧に周知していくことが求められる。

■「同一労働同一賃金※」の対象になりそうな非正規社員の有無【複数回答】 n=2,045
※同一労働同一賃金：同一の企業・団体における正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規社員（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な
待遇差の解消

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「同一労働同一賃金」の対象になりそうな非正規社員の有無
１６

37.4%

7.4%

10.1%

22.0%

29.5%

4.2%

18.9%

9.4%

19.1%

「対象になりそうな非正規社員がいる」と回答した企業

無回答

自社の非正規社員が対象になるかどうか分からない

非正規社員を雇用していない

正社員と非正規社員との間に不合理な待遇差はない

対象になりそうな派遣労働者がいる

対象になりそうな定年再雇用社員がいる

対象になりそうな有期契約社員がいる

対象になりそうなパート・アルバイトがいる



○「同一労働同一賃金」の導入に向けた対応策・方針は、「非正規社員の基本給や賞与、手当等の処遇
改善」が３９．７％で最も多い。

〇その他、「会社全体の賃金・人事制度の構築・見直し」や「正規／非正規の業務内容・配置の見直し」、
「非正規社員の正社員化」など、多岐にわたる。

■「同一労働同一賃金」の導入に向けた対応策・方針【複数回答】 n=237
※対象：「同一労働同一賃金」について「対象になりそうな非正規社員がいる」、且つ、「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「同一労働同一賃金」の導入に向けた対応策・方針
１７

39.7%

30.4%

26.2%

25.7%

12.7%

11.8%

4.2%

5.1%

2.1%

非正規社員の基本給や賞与、手当等の処遇改善

会社全体の賃金・人事制度の構築・見直し

正規／非正規の業務内容・配置の見直し

非正規社員の正社員化

非正規社員に特化した就業規則の策定・見直し

正社員の処遇の見直し

非正規社員の削減

その他

無回答



○「同一労働同一賃金」の導入に向けた課題は、「増加した人件費を価格転嫁できない」が３５．９％で最も
多く、次いで「同一労働同一賃金の内容が分かりづらい」が３３．３％挙げられている。

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

「同一労働同一賃金」の導入に向けた課題
１８

35.9%

33.3%

13.1%

9.7%

5.9%

5.9%

3.4%

2.1%

3.0%

20.3%

増加した人件費を価格転嫁できない

同一労働同一賃金の内容が分かりづらい

社内に対応のための人的余裕がない

非正規社員の処遇改善に充てる原資がない

正規・非正規の処遇差が大きい

業務が忙しく対応している時間的余裕がない

身近に相談できる専門家がいない

比較対象となる正社員がいない

その他

無回答

■「同一労働同一賃金」の導入に向けた課題【複数回答】 n=237
※対象：「同一労働同一賃金」について「対象になりそうな非正規社員がいる」、且つ、「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業



○働き方改革に対応していくために拡充すべき支援策や制度は「補助金・助成金」が６１．６％と最も多く、
次いで「新規採用の支援」が４３．５％挙げられている。

〇「発注元･消費者の理解促進策等､社会全体の機運醸成」と回答した企業が２９．８％あることから、官民
が一体となった機運醸成の取り組みが期待される。

日本・東京商工会議所「働き方改革関連法への準備状況に関する調査」

働き方改革に対応していくために拡充すべき支援策や制度
１９

■「働き方改革に対応していくために拡充すべき支援策や制度（上位７項目）【複数回答】 n=2,045

13.7%

15.9%

25.0%

28.5%

29.8%

43.5%

61.6%

ホームページやパンフレット等による情報提供

専門家との窓口相談や専門家派遣

労働基準監督署による企業に対する丁寧な支援・指導

セミナーや講演会等の開催

発注元・消費者の理解促進策等、社会全体の機運醸成

新規採用の支援

補助金・助成金



日本・東京商工会議所「高齢者雇用の拡大に関する調査」

高齢者雇用安定法への対応状況

○希望者全員を６５歳まで継続雇用するよう義務付けている高齢者雇用安定法に対し、７２．７％の企業は
「希望者を対象とした継続雇用制度の導入（嘱託再雇用等）」で対応している。

○一方、「６５歳までの定年制の導入」は１９．２％、「定年制の廃止」は５．１％にとどまる。

■高齢者雇用安定法への対応状況 n=2,045

２０

６５歳までの定年

制の導入

19.2%

希望者対象の継続

雇用制度の導入

（嘱託再雇用等）

72.7%

定年制の廃止

5.1%

無回答

3.0%



日本・東京商工会議所「高齢者雇用の拡大に関する調査」

嘱託再雇用の前後（定年前と定年後）における給与水準の変化、給与水準の程度

○（１）嘱託再雇用の前後（定年前と定年後）における給与水準の変化について、「職務内容と責任の程度
が定年前と変わるため、賃金水準は下げている」と回答した企業が５３．９％を占める。

○「職務内容と責任の程度は定年前と同じだが、賃金水準は下げている」と回答した企業（１６．３％）は同
一労働同一賃金（均等待遇、均衡待遇の確保）の観点から、嘱託再雇用者の職務内容・責任の程度や
賃金水準を確認・検証していく必要がある。

○（２）定年前と比べた嘱託再雇用時の賃金水準の程度は、「定年前の７～８割程度」と回答した企業が
５７．３％で最も多く、次いで「定年前の５～６割程度」が２４．０％を占める。

（１）嘱託再雇用の前後（定年前と定年後）における給与水準の変化 n=1,487

※対象：「高齢者雇用安定法への対応」で「希望者を対象とした継続雇用制度の導入（嘱託再雇用等）」と回答した企業
※回答した企業において、最も多くの嘱託再雇用社員に当てはまるもの１つを選択

２１

職務内容と責任の程度が定年前と

変わるため、賃金水準は下げている

53.9%

職務内容と責任の程度が定年前と変わるが、

賃金水準は変えていない 3.9%

職務内容と責任の程度

は定年前と同じだが、

賃金水準は下げている

16.3%

職務内容と責任の程度が

定年前と同じため、賃金

水準は変えていない

18.8%

その他

5.8%

無回答

1.3%

（２）定年前と比べた嘱託再雇用時の賃金水準の程度 n=1,043

※対象：「嘱託再雇用の前後（定年前と定年後）における給与水準の変化」で「職務内容と責任の程度が定年前と変わるため、賃金水準は下げている」、「職務内容と責
任の程度は定年前と同じだが、賃金水準は下げている」と回答した企業

定年前の

９割程度

9.3%

定年前の７～８割程度

57.3%

定年前の５～６割程度

24.0%

定年前の５割未満

3.0%

その他

3.7%

無回答

2.7%



既に６５歳超の者を雇用して

いるので影響はない

44.0%

既に６５歳超の者を雇用しているが、

義務化には反対

29.7%

６５歳までは雇用できるが、

それ以上の対応は難しい

20.8%

無回答

5.5%

日本・東京商工会議所「高齢者雇用の拡大に関する調査」

継続雇用年齢の６５歳超への義務化に対する考え

○６５歳超の者を雇用している企業の割合は、２０１６年調査の７０．１％から、２０１８年調査では７３．７％
と３．６ポイント増加したことから、中小企業において高齢者雇用が一層進んでいる実態がうかがえる。

○継続雇用年齢の６５歳超への義務化に「反対」する企業の割合は、２０１６年調査の５７．２％から、２０１
８年調査では５０．５％と６．７ポイント減少したものの、過半数を上回っている。

既に６５歳超の者を雇用して

いるので影響はない

40.0%

既に６５歳超の者を雇用しているが、

義務化には反対

30.1%

６５歳までは雇用できるが、

それ以上の対応は難しい

27.1%

無回答

2.8%

（２）同左【２０１６年調査】 n=2,405（１）継続雇用年齢の６５歳超への義務化に対する考え【２０１８年調査】 n=2,045

65歳超の者を雇用している企業：73.7％

継続雇用年齢の65歳超への義務化に「反対」：50.5％

２２

継続雇用年齢の65歳超への義務化に「反対」：57.2％

65歳超の者を雇用している企業：70.1％



日本・東京商工会議所「高齢者雇用の拡大に関する調査」

６５歳を超えて雇用できない理由、継続雇用年齢が６５歳超へ義務化された場合の対応

○（１）６５歳を超えて雇用できない理由は、「本人の体力的な面で難しい」（６３．３％）が最も多く、「若い年
齢層の採用の阻害になる」（４４．９％）、「生産性が低下する」（３０．４％）が続く。

○（２）継続雇用年齢が６５歳超へ義務化された場合の対応は、「６５歳を定年とし、希望者を６５歳超まで
再雇用する」（２６．０％）、「定年は６０歳のまま、希望者を６５歳超まで再雇用する（３２．４％）が多い。

○一方、「現時点では不明」が２８．５％であることから、態度を決めかねている企業も多い。

（１）６５歳を超えて雇用できない理由【複数回答】 n=425
※対象：「継続雇用年齢の６５歳超への義務化に対する考え」で「６５歳までは雇用できるが、
それ以上の対応は難しい」と回答した企業

（２）継続雇用年齢が６５歳超へ義務化された場合の対応
n=2,045

２３

0.9%

4.5%

0.2%

11.5%

15.8%

19.5%

22.6%

30.4%

44.9%

63.3%

無回答

その他

労働組合等の理解が得られない

設備や作業環境の整備が進まない

人員が過多になる

勤務してもらう職域がない

雇用し続ける余裕（人件費等）がない

生産性が低下する

若い年齢層の採用の阻害になる

本人の体力的な面で難しい
定年を延長または

廃止し、正社員とし

て雇用を続ける

8.0%

65歳を定年とし、

希望者を65歳超

まで再雇用する

26.0%

定年は60歳のま

ま、希望者を65歳

超まで再雇用する

32.4%

現時点では不明

28.5%

その他

1.8%

無回答

3.4%



日本・東京商工会議所「高齢者雇用の拡大に関する調査」

継続雇用年齢が６５歳超へ義務化された場合、拡充・創設すべき支援策

○「高齢者を雇用することのインセンティブとしての補助金・助成金」（７４．２％）、「高齢者の賃上げをした
際の補助金・助成金」（５１．８％）といった補助金・助成金に対するニーズが高い。

○また、「高齢者が疾病等により、業務に従事することが困難になった際の雇用契約の解消を円滑に行う
制度の創設」が４５．５％と、他の支援策に比べて回答した企業が多い。

○一方、産業雇用安定センターは高いマッチング実績を擁するが、「産業雇用安定センターの機能強化」と
回答した企業は５．８％にとどまることから、同センターの更なる周知と利活用が期待される。

■継続雇用年齢が６５歳超へ義務化された場合、拡充・創設すべき支援策【複数回答】 n=2,045
※産業雇用安定センター：人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間に立って、情報提供・相談等の支援を行い、出向・移籍の成立（マッチング）に結び付ける公
的機関

２４

4.3%

5.8%

8.4%

11.3%

11.8%

15.3%

45.5%

51.8%

74.2%

無回答

産業雇用安定センター※の機能強化

高齢者向けの公的職業訓練の充実

ＯＢ人材のマッチングに資する事業の創設

シルバー人材支援センターの機能強化

ハローワークにおける相談窓口の機能強化

高齢者が疾病等により、業務に従事することが困難になった際の

雇用契約の解消を円滑に行う制度の創設

高齢者の賃上げをした際の補助金・助成金

高齢者を雇用することのインセンティブとしての補助金・助成金



日本・東京商工会議所「高齢者雇用の拡大に関する調査」

継続雇用年齢が６５歳超へ義務化された場合、在職老齢年金の減額調整に対する考え

○継続雇用年齢が６５歳超へ義務化された場合、在職老齢年金の減額調整に対して否定的な考えを持つ
企業（「年金の減額調整は高齢者の労働意欲を阻害するので、減額調整すべきではない」３８．３％、「年
金の減額調整は高齢者の労働意欲を阻害するので、減額される額を少なくすべきである」１８．７％の合
計）は、５７．０％を占める。

○一方、「 ７０歳以降の年金受給開始を選択可能とするなど、年金の受給開始繰下げ制度の拡充」と回答
した企業（７．７％）も一定数存在する。

■継続雇用年齢が６５歳超へ義務化された場合、在職老齢年金の減額調整に対する考え n=2,045

２５

※【参考】在職老齢年金：６５歳を超えて厚生年金の被保険者として働く場合、収入が一定額を超えると老齢厚生年金額が減額調整される制度。
(1)減額調整されない場合
・総報酬月額相当額と基本月額［老齢厚生年金額（報酬比例部分）×1/12］の合計が46万円以下の場合
(2)減額調整される場合
・総報酬月額相当額と基本月額の合計額が46万円を超える場合
(3)厚生年金の被保険者でない、パート・アルバイト等は減額調整されない

年金の減額調整は高齢者の

労働意欲を阻害するので、

減額調整すべきではない

38.3%

年金の減額調整は高齢

者の労働意欲を阻害す

るので、減額される額を

少なくすべきである

18.7%

年金財源を踏まえると現

行のまま、一定の収入

がある場合は年金が減

額調整されることはやむ

を得ない

19.3%

７０歳以降の年金受給開始を選択可能とするなど、

年金の受給開始繰下げ制度の拡充 7.7%

分からない

13.1%
無回答

3.0%

継続雇用年齢が65歳超へ義務化された場合、
在職老齢年金の減額調整に「反対」：57.0％


